
議案第８３号 

八幡浜市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

標記条例を次のように制定する。 

令和２年１２月１日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例 

八幡浜市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条

例（平成３０年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。ただし、改正後の欄に掲げる規定で改正前の欄にこれに対応

するものを掲げていないものは、これを加えるものとする。 

改正後 改正前 

  

（管理者） （管理者） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護保

険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第

１４０条の６６第１号イ（３）に規定する主任介

護支援専門員（以下この項において「主任介護

支援専門員」という。）でなければならない。た

だし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難

である等やむを得ない理由がある場合について

は、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除

く。）を前項に規定する管理者とすることができ

る。 

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護保

険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第

１４０条の６６第１号イ（３）に規定する主任介

護支援専門員               

           でなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

  

附 則 附 則 

  

（経過措置      ） （管理者に係る経過措置） 

２ 令和９年３月３１日  までの間は、第６条第

２項の規定にかかわらず、介護支援専門員（介護

保険法施行規則第１４０条の６６第１号イ（３）

に規定する主任介護支援専門員を除く。）を第６

条第１項に規定する管理者とすることができる。 

２ 平成３３年３月３１日までの間は、第６条第

２項の規定にかかわらず、介護支援専門員（介護

保険法施行規則第１４０条の６６第１号イ（３）

に規定する主任介護支援専門員を除く。）を同条

 第１項に規定する管理者とすることができる。 

３ 令和３年４月１日以後における前項の規定の

適用については、同項中「第６条第２項」とあ

るのは「令和３年３月３１日までに法第４６条
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第１項の規定による指定を受けている事業所

（同日において当該事業所における第６条第１

項に規定する管理者（以下この項において「管

理者」という。）が介護保険法施行規則第１４０

条の６６第１号イ（３）に規定する主任介護支

援専門員でないものに限る。）については、第６

条第２項」と、「介護支援専門員（介護保険法施

行規則第１４０条の６６第１号イ（３）に規定

する主任介護支援専門員を除く。）を第６条第１

項に規定する」とあるのは「引き続き、同日に

おける管理者である介護支援専門員を」とする。 

  

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定

及び附則に１項を加える改正規定は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の一部改正に伴

い、所要の改正を行うため。 

－12－


	議79 指定管理者の指定（みなと交流館等）
	議80 国保税条例の一部改正
	議81 後期高齢者医療条例の一部改正
	議82　介護保険条例の一部改正
	議83 指定居宅介護支援等事業基準等条例の一部改正
	議84 公共下水道事業受益者負担条例の一部改正
	議85 簡易水道事業設置等条例
	議86 特別会計条例の一部改正
	議87　一般補正⑩
	議88　国保補正④
	議89　後期補正②
	議90　介護補正②
	議91　介サ補正①
	議92　簡水補正①
	議93　下水補正②
	議94　水道補正①
	議95　病院補正①



